
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
梁（２）にタイトフレーム（１０）を固定し、該タイトフレーム（１０）に複数の外囲板
（１２）を結合するようにした外囲体において、前記タイトフレーム（１０）の主フレー
ム部（１０ａ）の両側に所定間隔を存して凸面部（１０ｂ）（１０ｃ）と、該凸面部（１
０ｂ）（１０ｃ）に隣接する板端受部（１０ｇ）（１０ｈ）を設け、前記各外囲板（１２
）の主平板部（１２ａ）の一側部にＬ型に屈折した板端受部（１２ｅ）とこれに隣接して
横Ｖ字状の第１の引掛部（１２ｆ）を設け、前記各外囲板（１２）の主平板部（１２ａ）
の他側部にＶ字状の第２の引掛部（１２ｈ）を設け、前記各外囲板（１２）の一側部の第
１の引掛部（１２ｆ）を前記タイトフレーム（１０）の一方の板端受部（１０ｇ）に嵌合
し、前記各外囲板（１２）の他側部の第２の引掛部（１２ｈ）を隣接する外囲板（１２）
の一側部の板端受部（１２ｅ）に嵌合したことを特徴とする外囲体。
【請求項２】
梁（２）にタイトフレーム（１０’）を固定し、該タイトフレーム（１０’）に複数の外
囲板（１２’）を結合するようにした外囲体において、前記タイトフレーム（１０’）の
主フレーム部（１０ａ）の両側に所定間隔を存した凸面部（１０ｂ’）（１０ｃ’）と、
該凸面部（１０ｂ’）（１０ｃ’）に隣接する板端受部（１０ｉ）（１０ｊ）を設け、前
記各外囲板（１２’）の主平板部（１２ａ）の一側部にＬ型に屈折した板端受部（１２ｅ
）とこれに隣接して側板部（１２ｉ）を設け、前記各外囲板（１２’）の主平板部（１２
ａ）の他側部にＶ字状の引掛部（１２ｈ）を設け、前記各外囲板（１２’）の一側部の側
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板部（１２ｉ）を前記タイトフレーム（１０’）の一方の板端受部（１０ｉ）に止着具（
１４）で固定し、前記各外囲板（１２’）の他側部の引掛部（１２ｈ）を隣接する外囲板
（１２’）の一側部の板端受部（１２ｅ）に嵌合したことを特徴とする外囲体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は天井兼屋根として或は外壁として使用される外囲体に関する。
【０００２】
【従来の技術】
図７に示すように、Ｈ型鋼或はＩ型鋼から成る梁２にタイトフレーム４を溶接によって固
定し、このタイトフレーム４に波型の折り板６をボルト８によって固定し、天井兼屋根と
して使用される外囲体を構成することが従来知られている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
上記従来の外囲体は、折り板の両側及び中央をボルトによってタイトフレームに固定して
いるため、折り板のタイトフレームに対する結合作業が容易でなく、しかも、折り板が熱
によって膨張すると、この膨張を逃げることができないので、折り板がたわんでしまうと
いう問題点が存した。
本発明は上記問題点を解決することを目的とするものである。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するため、本発明は、梁（２）にタイトフレーム（１０）を固定し、該タ
イトフレーム（１０）に複数の外囲板（１２）を結合するようにした外囲体において、前
記タイトフレーム（１０）の主フレーム部（１０ａ）の両側に所定間隔を存して凸面部（
１０ｂ）（１０ｃ）と、該凸面部（１０ｂ）（１０ｃ）に隣接する板端受部（１０ｇ）（
１０ｈ）を設け、前記各外囲板（１２）の主平板部（１２ａ）の一側部にＬ型に屈折した
板端受部（１２ｅ）とこれに隣接して横Ｖ字状の第１の引掛部（１２ｆ）を設け、前記各
外囲板（１２）の主平板部（１２ａ）の他側部にＶ字状の第２の引掛部（１２ｈ）を設け
、前記各外囲板（１２）の一側部の第１の引掛部（１２ｆ）を前記タイトフレーム（１０
）の一方の板端受部（１０ｇ）に嵌合し、前記各外囲板（１２）の他側部の第２の引掛部
（１２ｈ）を隣接する外囲板（１２）の一側部の板端受部（１２ｅ）に嵌合したものであ
る。
【０００５】
【発明の実施の形態】
以下に本発明の好適な実施の形態を添付図面を参照して詳細に説明する。
２は建物の屋根や外壁を支える梁であり、Ｈ型鋼或はＩ型鋼が使用されている。１０は帯
状の鋼板などから成るタイトフレームであり、前記梁２の上位水平部２ａの上面に溶接或
は、ボルトによって固定されている。前記タイトフレーム１０は、図３に示すように、帯
状の主フレーム部１０ａの両端に横コ字状の凸面部１０ｂ，１０ｃが屈折形成されている
。
【０００６】
前記凸面部１０ｂ，１０ｃは主フレーム部１０ａに対して垂直な立ち上り部１０ｄ，１０
ｅと、主フレーム部１０ａに対して水平な支持面部１０ｆとから構成されている。前記各
凸面部１０ｂ，１０ｃの一側には、Ｌ字状の板端受部１０ｇ，１０ｈが屈折形成されてい
る。前記板端受部１０ｇ，１０ｈは、垂直部とこれに対して直角な水平部とから構成され
、各水平部は、隣接する凸面部１０ｂ，１０ｃとは反対方向に向いている。前記タイトフ
レーム１０は、一つの梁２上に複数、梁２の長手方向の同軸線上に直列に配置されている
。
【０００７】
タイトフレーム１０の凸面部１０ｂ，１０ｃの間隔Ｓと、隣接する２つのタイトフレーム
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１０，１０の互いに対向する凸面部１０ｂ，１０ｃの間隔Ｓ’は同一に設定されている。
前記梁２は、互いに平行に複数配置され、各梁２上のタイトフレーム１０は、梁２の長手
方向に対して直角な同軸線上で一致するように配置されている。１２は鋼板などの長尺状
の金属板から成る外囲板であり、図１中、紙面垂直方向を長手方向としている。前記外囲
板１２の主平板部１２ａの両側には、立ち上り部１２ｂ，１２ｃが形成され、外囲板１２
の中央部の断面形状が横コ字状に構成されている。
【０００８】
前記主平板部１２ａは、前記タイトフレーム１０の主フレーム部１０ａに適合している。
前記一対の立ち上り部１２ｂ，１２ｃのうち、一方の立ち上り部１２ｂの側部には下向き
に凹んだ横コ字状の凹入部１２ｄが形成されている。前記凹入部１２ｄの底部の略中央に
は、Ｌ型状の板端受部１２ｅが外囲板１２の全長にわたって屈折形成されている。前記板
端受部１２ｅの上位水平部は前記主平板部１２ａの方向に突出している。前記凹入部１２
ｄの外側には、前記タイトフレーム１０の板端受部１０ｇに適合する横Ｖ字状の引掛部１
２ｆが形成されている。
【０００９】
前記一対の立ち上り部１２ｂ，１２ｃのうち、他方の立ち上り部１２ｃの側部には帯状の
水平な側板部１２ｇが形成され、該側板部１２ｇの側縁部には前記板端受部１２ｅに適合
する、断面形状がＶ字状の引掛部１２ｈが屈折形成されている。前記引掛部１２ｆ水平部
、板端受部１２ｅの上位水平部、側板部１２ｇは、同一平面上に形成されている。前記外
囲板１２は同一形状のものが複数用意されている。各外囲板１２の主平板部１２ａは、図
１中、紙面に垂直な同一軸線上の対応する各タイトフレーム１０の主フレーム部１０ａに
載置され、一方の引掛部１２ｆが、対応する各タイトフレーム１０の板端受部１０ｇに図
１中、紙面垂直方向にスライド自在に係合される。
【００１０】
該係合状態において、引掛部１２ｆの横の凹入部１２ｄはその底部が対応する各タイトフ
レーム１０の凸面部１０ｂに載置される。外囲板１２の他方の引掛部１２ｈは、隣接する
外囲板１２の板端受部１２ｅに図１中、紙面垂直方向にスライド自在に係合される。この
ようにして、梁２上に並列状に展開配置された複数の外囲板１２は、一方がタイトフレー
ム１０の一方の板端受部１０ｇに係合し、他方が、隣接する外囲板１２の板端受部１２ｅ
を介して、タイトフレーム１０の他方の板端受部１０ｈに係合し、しっかりと、梁２に結
合される。
【００１１】
上記した構成において、外囲板１２が熱膨張によって、長手方向及び直角方向に伸縮する
と、外囲板１２は、タイトフレーム１０及び隣接する外囲板１２に対してスライドし、こ
れによって外囲板１２にたわみが生じることがない。
次に本発明の他の実施の形態を図４乃至６を参照して説明する。
１０’は梁２に固定されたタイトフレームであり、凸面部１０ｂ’，１０ｃ’の横に、該
凸面部１０ｂ’，１０ｃ’より一段高い凸面状の板端受部１０ｉ，１０ｊが形成されてい
る。タイトフレーム１０’の他の構成は、図３に示すタイトフレーム１０と同一である。
【００１２】
１２’は外囲板であり、一側部の側板部１２ｉには図２に示す横Ｖ字状の引掛部１２ｆが
形成されていない。この引掛部１２ｆが無い点を除いては、図５に示す外囲板１２’の構
成は、図２に示す外囲板１２の構成と同一である。この外囲板１２’の、図２に示す外囲
板１２と同一構成部分には同一の符号を付して、対応関係を明らかにしてある。複数の同
一形状の外囲板１２’の主平板部１２ａは、図４中、紙面に垂直な同一軸線上の対応する
各タイトフレーム１０’の主フレーム部１０ａに載置され、一方の側板部１２ｉが、対応
する各タイトフレーム１０’の板端受部１０ｉにビス１４によって固定される。
【００１３】
該固定状態において、側板部１２ｉの横の凹入部１２ｄは、その底部が対応する各タイト
フレーム１０’の凸面部１０ｂ’に載置される。外囲板１２’の他方の引掛部１２ｈは隣
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接する外囲板１２’の板端受部１２ｅに図４中、紙面垂直方向にスライド自在に係合され
る。このようにして、梁２上に並列状に展開配置された複数の外囲板１２は、一方がタイ
トフレーム１０’の一方の板端受部１０ｉにビス止め固定され、他方が、隣接する外囲板
１２の板端受部１２ｅを介して、タイトフレーム１０’の他方の板端受部１０ｊに係合し
、しっかりと各外囲板１２’は、タイトフレーム１０’を介して梁２に結合される。
【００１４】
上記した構成において、外囲板１２’が熱膨張によって長手方向及び直角方向に伸縮して
も、外囲板１２’は、一側のみがタイトフレーム１０’にビス止めされ、他側部は非固定
状態なので、外囲板１２’の他側部の、タイトフレーム１０’及び隣接する外囲板１２’
に対するスライドによって、外囲板１２’の熱膨張によるたわみが少なくなる。
【００１５】
【効果】
本発明は上述の如く構成したので、外囲板の梁に対する取り付けを容易に行うことができ
るとともに、外囲板の熱膨張による変形を防止或は少なくすることができる等の効果が存
する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の好適な実施の形態を示す断面図である。
【図２】外囲板の外観図である。
【図３】タイトフレームの外観図である。
【図４】本発明の他の実施の形態を示す断面図である。
【図５】外囲体の他の実施の形態を示す外観図である。
【図６】タイトフレームの他の実施の形態を示す外観図である。
【図７】従来技術の外観図である。
【符号の説明】
２　　　梁
４　　　タイトフレーム
６　　　折り板
８　　　ボルト
１０　　タイトフレーム
１０’　　タイトフレーム
１０ａ　主フレーム部
１０ｂ　凸面部
１０ｃ　凸面部
１０ｄ　立ち上り部
１０ｅ　立ち上り部
１０ｆ　支持面部
１０ｇ　板端受部
１０ｈ　板端受部
１０ｉ　板端受部
１０ｊ　板端受部
１２　　外囲板
１２’　　外囲板
１２ａ　主平板部
１２ｂ　立ち上り部
１２ｃ　立ち上り部
１２ｄ　凹入部
１２ｅ　板端受部
１２ｆ　引掛部
１２ｇ　側板部
１２ｈ　引掛部
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１２ｉ　側板部
１４　　ビス

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】
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